
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
号

計
理
士
の
名
称
の
使
用
に
関
す
る
法
律

１
　
昭
和
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
大
蔵
省
に
備
え
る
計
理
士
名
簿
に
登
録
を
受
け
て
い
た
者
は
、
財
務
書
類
の
調
製
を
し
、
財
務
に
関
す
る
調
査
若
し
く
は
立
案
を
し
、
又
は
財
務
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
業
務
（
他

の
法
律
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
な
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
営
む
に
つ
い
て
計
理
士
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
計
理
士
の
名
称
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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